
と
こ

ろ
で
、

町
村
会
規
則
に

は
、

連
合
町
村
会
に

関
す
る
規
程
も
あ
っ

た
。

第
四
条
の

「
町
村
会
ハ

其
議
事
ス

ヘ

キ
事
件
ノ

数
町
村
ニ

関
渉
ス

ル

者
ハ

該
町
村
ノ

議
員
連
合
シ

テ
開
ク
コ

ト
ヲ

得
」
と
い

う
の

が
そ
れ
で

あ
る
。

そ
の

と
き
の

議
員
数
は
、

町
村
間
の

協
議
に
よ
り
、

各
町
村
会
議
員

の

半
数
以
上
に
お
い

て

定
め
ら
れ
た
（
第
五
条
）。

以
上
に

み
て

き
た
町
村
会
規
則
は
県
下
統
一

的
な
も
の

で

あ
り
、

各
町
村
は
議
事
細
則
を
除
い

て

他
に

規
則
を
設
け
る
必
要
が
な
か
っ

た
。

各
町

村
で

は
七
月
に
は
い

る
と
議
員
定
数
や
選
挙
人
名
簿
な
ど
を
作
成
し
、

そ
の

準
備
に
と
り
か
か
っ

て
い

る
。

小
田
原
駅
五
か
町
（
三
千
六
十
七
戸

）
で

は
、

戸
数
が
多
い

た
め
規
則
通
り
に

す
る
と
百
余
名
の

定
員
と
な
る
の

で
、

五
か

町
合
わ
せ
て

千
戸
以
上
四
十
人
の

規
程
を
採
用
し
た
い

が
、

と
の

伺
書
を
提
出
し
、

郡
長
に

よ
っ

て

認
可
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ

の

月
、

各
町
よ
り
八
名
ず
つ

の

町
会
議
員
を
選
出
し
、

町
会
を
開
設
し
た
。

ま
た
翌
一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
一

月
に

は
、

足
柄
下
郡
町
村
連
合
会
議
員
の

選
出
が
同
駅
で

あ
っ

た（
前
掲
『
明
治
小
田
原
町
誌
』〈
復
刻
版
〉
中
、

九
、

十
、

十

五
ペ

ー

ジ
）。

区
町
村
会
法

に
よ
る
再
編

こ

う
し
て

県
独
自
の

町
村
会
規
則
に

基
づ
く
町
村
会
・

連
合
町
村
会
が
各
地
に

発
足
し
て
い

っ

た
が
、

そ
れ
が
ち
ょ

う
ど
軌
道
に

乗
り
は
じ
め
た
一

八
八
〇
年
四
月
八
日
、

政
府
に
よ
り
区
町
村
会
法
が
発
布
さ
れ（
太
政
官
第
十
八
号

）、
以
後
、

全
国
の

町
村
会
は

こ

の

法
の

下
に

置
か
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

十
か

条
か
ら
な
る
同
法
の

主
要
な
点
は
、

区
町
村
会
は
「
其
町
村
ノ

公
共
ニ

関
ス

ル

事
件
及
ヒ

其
経
費

ノ

支
出
徴
収
方
法
ヲ

議
定
ス

」（
第
一

条
）
と
さ
れ
た
こ

と
、

区
町
村
会
・

区
町
村
連
合
会
・

水
利
土
功
会
の

規
則
は
そ
れ
ぞ
れ
の

会
が
定
め
、

県
令

の

裁
定
を
得
る
こ

と
、

区
町
村
会
決
議
の

施
行
権
は
区
戸
長
に

あ
り
、

区
町
村
連
合
会
の

そ
れ
は
戸
長
な
い

し
郡
区
長
に

あ
る
と
明
記
さ
れ
た
こ

と
、

郡
区
長
の

議
決
施
行
停
止
権
（
県
令
の

指
揮
を
乞
う

）、

県
令
の

中
止
・

解
散
権
が
明
記
さ
れ
た
こ

と

な
ど
で

あ
る
。

水
利
土
功
会
と
い

う
の

は
、

公
共
の

水
利
土
功
事
業
が
そ
の

町
村
全
体
に

関
係
せ
ず
、

し
か
し
数
町
村
の

部
分
に

ま
た
が
っ

て

関
係
す
る
と
い

う
よ
う
に
、

既
存
の

行
政
区

画
と
一

致
し
な
い

場
合
、

町
村
会
の

議
決
を
経
て
、

関
係
者
だ
け
で

組
織
さ
れ
る
も
の

で

あ
る
。
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区
町
村
会
法
の

制
定
に
よ
り
県
の

町
村
会
規
則
が
廃
止
と
な
っ

た
こ

と
は
い

う
ま
で

も

な
い
。

規
則
は
各
町
村
が
制
定
し
県
会
の

裁
定
を
仰
ぐ
こ

と
に
な
っ

た
。

県
令
は
こ

の

年

五
月
十
日
、

甲
第
八
七
号
を
も
っ

て

そ
の

規
則
の

制
定
方
法
に
つ

い

て

布
達
し
た
。

し
か

し
こ

う
し
て

制
定
さ
れ
た
規
則
は
、

現
存
す
る
「
大
住
郡
子
易
村
村
会
規
則
」（
明
治
十
三

年
十
二
月
二

十
七
目
議
決
・

翌
十
四
年
十
二
月
四
日
認
可
、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
八
三

）、
「
愛

甲
郡
上
荻
野
村
会
議
規
則
書
」（
議
決
年
月
日
不
詳
、

明
治
十
四
年
二

月
十
日
認
可
、

県
史
編
集

室
蔵
「
愛
甲
郡
役
所
文
書
」）、
「
高
座
郡
下
鶴
間
村
々

会
規
則
」（
明
治
十
四
年
三
月
一

日
議
決
・

同
年
五
月
二

十
七
日
認
可
、

大
和
市
役
所
蔵
）
な
ど
に
よ
る
と
、

い

ず
れ
も
大
同
小
異
で
、

か

つ

以
前
の

県
の

町
村
会
規
則
に
拠
っ

た
内
容
で

あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、

第
一

条

の

規
程
が
区
町
村
会
法
の

そ
れ
と
同
じ
も
の

が
多
い

こ

と
、

議
員
の

被
選
挙
権
の

欠
格
事

項
か
ら
県
会
議
員
が
除
か
れ
て
い

る
こ

と
、

選
挙
権
の

資
格
要
件
の
一

つ

と
さ
れ
た
戸
主

を
そ
れ
か
ら
は
ず
し
た
規
則
も
あ
る
こ

と
な
ど
が
異
な
る
点
で

あ
っ

た
。

ま
た
、

こ

の

段

階
で

横
浜
区
会
の

発
足
を
み
る
の

も
新
た
な
点
で

あ
っ

た
。

連
合
会
は
、

例
え
ば
高
座
郡
の

場
合
（「
神
奈
川
県
高
座
郡
町
村
連
合
会
規
則

」〈
明
治
十
四

年
十
一

月
八
日
議
決
、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
八
五

〉）、
郡
下
全
町
村
規
模
の

連
合
会
と

数
町
村
規
模
の

連
合
会
の

二

種
類
が

あ
り
、

前
者
は
各
町
村

会
の

議
長
を
も
っ

て

議
員
と
し
、

後
者
は
、

四
か
町
村
以
内
は
各
町
村
の

半
数
の

議
員
、

五
〜
十
か
町
村
は
正
副
議
長
、

十
一

か
町
村
以
上
は
議
長

を
も
っ

て

議
員
と
し
た
。

開
会
は
毎
年
四
月
に

十
日
以
内
で
、

と
い

う
の

が
原
則
で

あ
っ

た
。

大住郡子易村村会規則　 伊勢原市役所蔵
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水
利
土
功
会
は
、

例
え
ば「
愛
甲
郡
沿
川
壱
町
拾
七

ケ
村
連
合

水
利
土
功
会
規
則

」（明
治
十
五
年
十
一

月
二

十
日
議
定
、

十
二

月
八
日
認
可
、

県
史
編
集
室
蔵「
愛

甲
郡
役
所
文
書
」）
を
み
る
と
、

議
員
は
一

町
村
二
名
ず
つ

で

三
十
六
名
と
し
、

そ
の

選
挙
法
は
各
町
村
の

便
宜
に

任
す
こ

と
、

会
議
の

終
了
時
に

次

会
ま
で

の

事
務
を
お
こ

な
う
常
設
委
員
三
名
を
選
挙
す
る
こ

と
、

高
座
・

大
住
・

愛
甲
三
郡
沿
川
町
村
連
合
水
利
土
功
会
に

出
す
委
員
九
名
を
選
挙

す
る
こ

と
、

便
宜
の

た
め
若
干
名
の

担
任
戸
長
を
置
く
こ

と
、

会
議
は
不
定
期
に

開
き
、

議
案
は
郡
長
あ
る
い

は
担
任
戸
長
が
発
す
る
こ

と
、

と
な

っ

て
い

る
。

ま
た
、

北
多
摩
郡
拝
島
村
・

田
中
村
・

大
神
村
三
か

村
の

「
水
利
土
功
会
規
則
」（
前
掲
関
口

隆
吉
復
命
書
所
収
）
の

よ
う
に
、

議
員
資
格

に

水
害
土
地
三
反
以
上
を
も
つ

者
を
加
え
た
場
合
も
あ
る
。

以
上
の

よ
う
に
し
て
、

戸
長
と
戸
長
役
場
、

区
町
村
会
と
区
町
村
連
合
会
、

あ
る
い

は
水
利
土
功
会
と
い

っ

た
機
関
や
組
織
が
生
ま
れ
、

町
村
行

政
を
展
開
さ
せ
て
い

く
こ

と
に

な
っ

た
。

な
お
、

町
村
行
政
に

関
す
る
他
の

組
織
に
、

学
務
委
員
・

衛
生
委
員
が
あ
る
。

こ

の

う
ち
学
務
委
員
は
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
九
月
二

十
九
日
の

教
育
令
に
よ
り
、

従
来
の

学
区
制
が
廃
止
さ
れ
て

小
学
校
の

設
置
お
よ
び
管
理
が
町
村
に

委
ね
ら
れ

た
こ

と
に
よ
っ

て
、

学
区
取
締
に

代
わ
り
設
置
さ
れ
た
も
の

で
、

小
学
校
を
設
置
す
る
町
や
村
、

あ
る
い

は
組
合
村
に
お
い

て
一

〜
二

名
選
出
さ
れ
、

教
員
の

勤
務
状
態
の

監
査
、

就
学
の

督
促
、

学
校
の

維
持
、

試
験
の

実
施
な
ど
を
広
く
取
り
扱
っ

た
。

な
お
学
務
委
員
・

衛
生
委
員
の

給
料
は
町
村

の

負
担
で

あ
っ

た
。

三
　

三
新
法
体
制
の

展
開
と
動
揺

達
書
の

流
れ

当
時
の

町
村
行
政
は
ど
の

よ
う
な
形
で
お
こ

な
わ
れ
て
い

た
の

で
あ
ろ
う
か
。

郡
役
所
か
ら
戸
長
役
場
へ

は
、

毎
日
の

よ
う
に

墨
筆
や
こ

ん
に
ゃ

く
版
と
い

わ
れ
た
墨
筆
コ

ピ
ー

に
よ
る
指
示
・

達
し
が
届
け
ら
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れ
た
。

そ
こ

に

は
、

警
察
署
か
ら
の

村
内
人
民
へ

の

呼
出
状
な
ど
も
含
ま
れ
て
い

る
。

戸
長
も
し
ば
し
ば
郡
役
所

へ

の

出
頭
命
令
を
受
け
た
。

淘
綾
郡
高
麗
村
（
現
在

大
磯
町
）
の

戸
長
曽
根
田
重
兵
衛
は
、

そ
れ
ら
を
丹
念
に

保

管
し
、

「
郡
役
所
ヨ

リ

御
達
書
綴
込
（
明
治
十
五
年
）」（
大
磯
町
、

曽
根
田
重
和
氏
蔵
）
と
し
て

後
世
に

伝
え
て
い

る
。

そ
し
て

戸
長
か
ら
村
民
へ

は
、

自
然
の

地
理
的
区
画
で

ま
と
ま
っ

た
地
域
ご
と
に
、

廻
文
を
も
っ

て

周
知
せ
し
め

る
方
法
が
と
ら
れ
た
。

「
重
立
ち
」
と
い

わ
れ
た
有
力
者
た
ち
は
、

そ
れ
ら
を
日
記
に

書
き
留
め
る
場
合
が
多
い
。

津
久
井
郡
川
尻
村（
現
在

城
山
町
）
の

八
木
熊
三
郎
の

『
萬
代
諸
事
記
』（
現
存
す
る
の

は
一

八
七
九
年
、

八
〇
年
、

八
二

年
、

八
四
年
と
断
片
的
で

は
あ
る
。

城
山
町
、

八
木
平
作
氏
蔵
）
も
そ
の
一

つ

で

あ
る
。

八
木
熊
三
郎
が
七
十
歳
の
一

八
八
〇
年
末
に

所
有
し
て
い

た
土
地
は
、

田
地
が
一

反
二
畝
十
九
歩
、

畑
地
が
一

町
四
反
八
畝
三
歩
、

宅
地
が
一

反
七
畝
二
十
五
歩
で
、

地
価
の

合
計
は
三
百
八
十
四
円
十
六
銭
八
厘
、

地
租
納
入

額
は
九
円
六
十
銭
余
で

あ
っ

た
。

米
以
外
に

小
麦
・

大
麦
・

大
小
豆
・

桑
な
ど
を
畑
作
し
、

養
蚕
も
や
っ

て
い

た
。

一

八
七
九
・

八
〇
年
の

日
記
に

は
、

そ
う
し
た
生
産
活
動
に

関
す
る
記
述
の

間
に
、

村
内
（
戸
主
）
総
出
で

行
わ
れ
る
社
寺
の

祭
礼
や
火
事
場
の

灰
掃
き
、

あ
る
い

は
無
尽
の

こ

と
な
ど
の

共
同
体
的
な
出
来
事
、

村
費
徴
収

や
県
会
議
員
・

村
会
議
員
選
挙
の

こ

と
、

生
糸
製
造
印
届
の

督
促
・

励
行
、

郡
長
交
替
の

通
知
、

国
民
軍
役
取
調

に

付
き
年
齢
届
の

こ

と
な
ど
の

回
達
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い

る
。

年
齢
的
に

第
一

線
か
ら
退
い

て
い

る
彼
は
、

公

事
と
の

関
わ
り
は
あ
ま
り
密
接
と
は
い

え
な
い
。

だ
が
、

そ
う
し
た
彼
に

も
行
政
の

支
配
は
こ

の

よ
う
に

及
ん
で
い

た
。

町
村
の
協
議
費

八
木
熊
三
郎
は
、

一

八
七
九
年
五
月
十
六
日
、

同
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の

四
か
月
分
の

村
費
負
担
金
を
出
し
て
い

る
。

そ
れ

は
、

反
別
割
四
十
二

銭
一

厘
、

地
価
割
八
十
七
銭
五
厘
九
毛
、

戸
数
割
七
銭
一

厘
、

人
員
割
（
七
人
）十
銭
八
厘
五
毛
、

計
一

円

郡内の指示達しを書き綴った『萬代諸事記』　 八木平作民蔵
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四
十
七
銭
七
厘
一

毛
で

あ
る
。

こ

れ
を
一

年
間
に

す
れ
ば
四
円
余
と
も
な
ろ
う
。

地
租
納
入
額
の

半
分
近
い

負
担
で

あ
る
。

こ

こ

に

人
員
割
と
い

う

の

が
あ
る
が
、

政
府
は
、

区
町
村
費
（
政
府
は
「
協
議
費
」
と
い

う
）
の

徴
収
方
法
は
、

各
地
の

慣
習
に

任
し
た
か
ら
（
前
出
、

三
新
法
の

「
施
行
順
序
」）、

こ

の

よ
う
な
場
合
も
あ
り
え
た
の

で

あ
る
。

協
議
費
の

実
態
を
示
す
史
料
は
、

断
片
的
な
の

は
多
い

が
、

ま
と
ま
っ

た
も
の

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
こ

で
、

後
人
の

編
ん
だ
も
の

だ
が
、

『
明
治

小
田
原
町
誌
』（
前
掲
）
に
よ
っ

て
、

小
田
原
駅
五
か

町
の

事
例
を
み
よ
う
。

第
九
表
は
、

そ
の

協
議
費
総
額
を
示
し
た
も
の

で

あ
る
。

松
方
デ
フ

レ

の

影
響
が
現
れ
る
一

八
八
三
年
以
前
の

四
年
間
は
、

年
々

増
加
し
て
い

る

こ

と
が
わ
か
る
。

協
議
費
は
表
の

ご
と
く
二
期
に

分
け
て

編
成
さ
れ
た
が
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
第
一

期
（
一

〜
六
月
）
の

科
目
を
、

支
出
額

の

大
き
い

順
に

み
る

と
、

小
学
校
費
（
千
百
五
十
九
円
余
）・
中
学
校
費
（
百
九
十
六
円
余
）
・

地
租
改
正
費

（
百
四
十
五
円
余
）・

衛
生
委
員
給
料
及
諸
費
（
七
十
二

円
余
）・
小
仕
給
料
（
六
十
九
円
）
・

筆
生
増
給
（
五
十

七
円

）・
氏
神
費（
五

十
五
円
余
）・
用
水
費（
三
十
三
円
余
）・
時
鐘
撞
費（
三
十
一

円
余
）、

以
下
、

町
会
議
諸
費
・

筆
生
臨
時
雇
・

新
聞
紙
料
・

役
場
新
築
年
賦
・

消
防
費
・

宿
直
料
・

小
使
臨
時
雇
・

救
助
か
ら
成
っ

て
い

る
。

用
水
費
や
消
防
費
、

さ
ら
に
こ

の

場
合
は
計
上
さ
れ
て
い

な
い

衛
生
費
な
ど
は
、

災
害
・

流
行
病
の

発
生

に

よ
り
一

挙
に

増
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

し
か
し
、

最
大
の

科
目
で

あ
り
、

毎
年
全
体
の

約
六
割
を
占

め
る
の

が
小
学
校
費
で

あ
っ

た
。

小
学
校
費
は
啓
蒙
校
・

幸
校
・

宮
前
校
の

諸
経
費
で

あ
り
、

同
年
の

町

会
で

は
、

「
従
来
其
度
ヲ

定
メ

ス

過
不
足
ノ

弊
ア

リ
」
と
し
て
、

一

八
八
〇
年
七
月
か

ら
七
年
間
、

定
額

と
す
る
こ

と
が
決
議
さ
れ
て
い

る
。

ま
た
右
の

場
合
、

学
務
委
員
の

給
料
が
計
上
さ
れ
て
い

な
い

が
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
一

月
、

衛
生
委
員
に

学
務
委
員
を
兼
任
さ
せ
た
か
ら
で

あ
っ

た
。

費
用
を
減
少
さ

第9表　小田原駅五か町連合戸長役場の協議費

（決算）

『明治小田原町誌』から作成
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せ
る
た
め
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
例
は
他
に

も
あ
り
、

愛
甲
郡
下
入
川
村
（
現
在

厚
木
市
）
で

は
、

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
二

月
十
四
日
、

筆

生
一

人
の

ほ
か
に

役
場
手
伝
い

を
一

名
置
き
、

彼
に

学
務
委
員
と
衛
生
委
員
を
兼
任
さ
せ
て
い

る
（
小
宮
保
次
郎
「
明
治
十
六
癸
未

年
日
誌
」、
厚
木
市
小

宮
守
氏
蔵
）。

な
お
下
川
入
村
の

場
合
、

同
年
前
半
の

予
算
額
は
、

役
場
及
び
堰
費
が
百
円
、

学
費
が
百
円
、

負
債
償
却
費
が
二
百
円
、

堤
防
平
年
費

が
五
百
円
、

計
千
円
で
、

小
田
原
に

比
べ

る
と
治
水
関
係
が
多
い

の

が
目
立
っ

て
い

る
（
同
前
、

一

八
八
三
年
三
月
二
十
二
日

）。

さ
て
、

小
田
原
駅
に

お
け
る
協
議
費
の

負
担
の

あ
り
か
た
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で

あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。

一

八
八
一

年
第
二

期
（
七
〜
十
二

月
）
の

予

算
の

場
合
、

用
水
費
三
十
五
円
の

「
水
掛
リ
戸
」（
千
七
百
八
十
五
戸
）
お
よ
び
氏
神
費
七
十
九
円
の

松
原
社
・

大
稲
荷
社
・

居
神
社
の

各
氏
子
に

対

す
る
一

率
の

戸
数
割
を
除
く
他
の

協
議
費
は
、

折
半
し
て

地
価
割
と
戸
数
割
に

分
け
ら
れ
た
。

地
価
割
は
地
価
一

円
に
付
き
一

銭
一

厘
で

あ
っ

た
。

戸
数
割
は
家
持
戸
（
千
九
百
九
十
五
戸
）・
借
家
戸
（
六
百
六
十
九
戸

）
と
も
に
一

戸
三
十
二

銭
四
厘
一

毛
と
し
た
う
え
で
、

借
家
戸
負
担
の

う
ち
三
割

を
地
価
に
割
り
当
て

直
し
、

結
局
、

借
家
戸
は
一

戸
二
十
二
銭
六
厘
九
毛
と
な
り
、

地
価
割
は
地
価
一

円
に

付
き
八
毛
八
絲
増
加
し
て
、

一

銭
一

厘

八
毛
八
絲
と
な
っ

て
い

る
。

地
方
税
戸
数
割
の

負
担
方
法
も
含
め
、

一

般
に
、

下
層
人
民
の

負
担
を
軽
く
す
る
方
法
が
講
じ
ら
れ
て
い

た
。

し
か
し
、

彼
ら
が
政
治
的
無
権
利
状
態
と
い

う
、

他
で

量
り
が
た
い

差
別
を
受
け
続
け
た
こ

と
も
忘
れ
る
こ

と
は
で

き
な
い
。

町
村
行
政
の
民

主
化
の
動
き

三
新
法
体
制
は
、

土
地
所
有
者
に
一

定
の

参
政
権
を
与
え
て
、

国
家
・

政
府
へ

の

自
発
的
協
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い

た
。

そ
れ
は
不
十
分
と
は
い

え
民
権
の

伸
張
で

あ
る
。

だ
が
、

そ
れ
を
享
受
で

き
た
者
は
町
村
内
の

「
重
立
ち
」
と
い

わ
れ
る
有
力

者
層
で

あ
り
、

下
層
民
衆
に

は
無
関
係
の

こ

と
の

よ
う
に

み
え
る
。

し
か
し
、

彼
ら
も
そ
う
し
た
動
向
に

主
体
的
に
た
ち
向
か
い

つ

つ

あ
っ

た
。

丹
沢
山
塊
に

源
を
発
し
北
部
を
迂
回
し
な
が
ら
厚
木
町
付
近
で

相
模
川
（
馬
入
川
）
に

流
れ
込
む
中
津
川
の

中
流
に
、

下
川
入
村
が

あ
る
。

こ
こ

は
自
由
民
権
家
で

県
会
議
員
（
一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
五
月
〜
翌
年
三
月
）
に

も
選
ば
れ
た
小
宮
保
次
郎
の

居
村
で

あ
っ

た
。

ち
ょ

う
ど
県
議
時
代

の
こ

と
で

あ
る
。

堤
防
治
水
を
め
ぐ
り
対
岸
の

棚
沢
村
な
ど
と
の

争
論
も
あ
り
、

堤
防
費
の

不
足
を
借
入
金
で

ま
か
な
う
な
ど
、

村
政
の

状
態
は
よ
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く
な
か
っ

た
。

彼
は
戸
長
の

松
野
平
作
や
村
会
議
員
を
後
援
し
、

戸
長
役
場
財
政
の

再
建
に

努
力
し
て
い

た
。

と
こ

ろ
が
、

一

八
八
二
年
十
月
十
七

日
、

村
内
人
民
惣
代
と
し
て

小
宮
由
五
郎
・

飛
川
唯
助
・

鈴
木
長
太
郎
の

三
人
が
彼
を
訪
れ
、

役
場
勘
定
に
つ

い

て

意
見
を
述
べ

た
。

十
一

月
十
三

日
に

も
同
じ
よ
う
な
訪
問
を
受
け
て
い

る
。

そ
し
て

同
月
十
九
日
、

つ

ぎ
の

よ
う
な
要
求
を
彼
は
つ

き
つ

け
ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

彼
の

当
日
の

日

記
（
前
出
）
に

は
つ

ぎ
の

よ
う
に

記
さ
れ
て
い

る
。

夜
村
方
人
民
惣
代
飛
川
唯
助
清
水
愛
次
郎
笹
生
角
太
郎
来
リ
左
ノ

証
書
へ

捺
印
ヲ

乞
フ

委
任
確
約愛

甲
郡
下
川
入
村

本
村
儀
不
規
則
ニ

シ

テ

諸
事
不
都
含
ニ

決
定
シ

小
前
一

同
甚
タ

迷
惑
ニ

存
入
候
因
テ
今
般
一

村
ニ

係
ル

諸
事
公
論
ニ

決
度
ニ

付
小
前
一

同
貴
殿
方
へ

懇
願
致
偏
ニ

委

任
仕
候
条
件
左
ニ

第
一

条
　

当
村
ニ

係
ル

経
費
事
件
費
及
堤
防
諸
費
取
調
之
事

第
二

条
　

当
村
共
有
金
及
共
有
地
取
調
之
事

第
三
条
　

当
村
ニ

係
借
財
取
調
之
事

第
四
条
　
当
村
ニ

係
ル

諸
事
匡
正
致
度
ニ

付
前
三
条
取
調
之
上
一

般
之
協
議
ヲ

遂
ケ

向
後
以
正
道
万
事
件
御
処
分
被
下
候
事

右
之
条
々

小
前
一

同
改
正
致
度
ニ

付
貴
殿
方
へ

強
願
仕
候
御
委
任
申
処
確
実
也
就
テ
ハ

前
書
之
条
件
以
正
道
公
平
御
取
調
被
下
度
因
テ

右
之
条
ニ

付
如
何
之
困
難
相

生
候
共
小
前
一

同
決
テ
〓
儀
申
間
敷
候
為
該
証
小
前
一

同
以
連
印
入
置
候
仍
如
件

明
治
十
五
年
十
一

月

日
　

小
前
連
署

本
文
中
第
一

条
第
二

条
第
三
条

取
調
方
ヲ

限
リ

委
任
也

十
一

月
十
九
日
　

小
宮
保
次
郎

如
斯
附
箋
シ

捺
印
候
事

事
は
村
の

財
政
の

あ
り
方
全
般
を
問
題
と
し
て
い

る
。

問
題
の

内
容
は
、

こ

れ
ま
で
の

と
こ

ろ
不
詳
だ
が
、

そ
れ

を
村
会
に

任
せ
ず
、

「
小
前
一

同
」
の

監
視
と
承
認
の

下
に

置
く
と
い

う
要
求
で

あ
っ

た
。

彼
ら
は
小
前
集
会
を
重
ね
て

団
結
し
て
い

た
。

十
二

月
三
十
一

日
も
下
川
入
学
校
で

集
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会
し
、

議
員
を
通
じ
て

戸
長
に

質
す
こ

と
を
決
議
し
た
。

こ

れ
に

対
し
て
、

議
員
た
ち
は
「
元
旦
ノ

祝
式
ヲ

行
ハ

ス

加
フ

ル

ニ

人
民
相
互
ノ

取
引
迠

止
ム

ル

」
と
の

反
撃
を
お
こ

な
お
う
と
し
て
、

事
態
は
険
悪
に

赴
い

た
。

小
宮
保
次
郎
ら
が
そ
れ
を
調
停
し
て

事
な
き
を
得
、

以
後
平
静
化
す
る
。

そ
し
て
、

翌
年
三
月
二
十
二
日
、

前
出
の

役
場
経
費
予
算
を
作
成
、

翌
二

十
三
日
、

笹
生
藤
吉
宅
に

集
会
し
た
人
民
に

そ
れ
を
報
告
し
た
。

二
十
四

日
人
民
惣
代
が
「
村
方
経
費
結
算
実
行
委
托
書
」
に

調
印
し
て
、

こ
の

事
件
は
幕
を
閉
じ
た
の
で

あ
っ

た
（
以
上
は
前
出
の

「
日
誌
」
に

よ
る

）。

騒
擾
化
し
な
か
っ

た
事
件
で

は
あ
る
が
、

戸
長
・

村
会
議
員
と
「
小
前
」
の

民
衆
と
の

間
に

乖
離
が
生
じ
、

そ
れ
を
民
主
化
の

方
向
で

解
決
し
た

も
の

と
い

え
よ
う
。

そ
れ
は
、

三
新
法
体
制
が
旧
来
の

共
同
体
的
な
全
戸
の

総
意
に

基
づ
く
村
政
の

あ
り
か
た
に

反
す
る
も
の
で

あ
っ

た
た
め
で

あ

る
。

表
面
に

現
れ
に

く
い

こ

と
だ
が
、

こ

う
し
た
動
き
は
県
下
に
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一

方
の

有
力
者
た
ち
も
政
府
と
の

関
係
で

は
対
決
的
姿
勢
を
強
め
て
い

た
。

郡
区
長
公
選
の

建
議

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
の

春
に

開
か

れ
た
通
常
県
会
（
郡
区
合
同
会
議
）
で
、

五
月
一

日
、

高
座
郡
選
出
の

菊
池
小
兵

衛
議
員
よ
り
、

内
務
卿
に

対
し
て

郡
区
長
公
選
を
建
議
し
た
い

と
の

提
案
が
な
さ
れ
た
。

そ
の

意
図
や
方
法
に
つ

い

て

来

栖
壮
兵
衛
（
横
浜
区
）・
肥
塚
龍
（
横
浜
区
）・
佐
藤
貞
幹
（
都
筑
郡
）・
内
野
杢
左
衛
門
（
北
多
摩
郡
）・
指
田
茂
十
郎
（
西
多
摩
郡
）
議
員
か

ら
質
問
や

意
見
が
出
さ
れ
、

菊
池
の

説
が
、

可
決
し
た
ら
委
員
に

立
案
さ
せ
、

そ
れ
を
再
び
審
議
す
る
と
い

う
順
序
で

あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
後
、

満
場
一

致

で

可
決
し
、

肥
塚
・

菊
池
・

指
田
・

来
栖
・

戸
塚
千
太
郎
（
横
浜
区
）
の

五
議
員
が
委
員
に

指
名
さ
れ
た
。

五
月
四
日
の

会
議
に

建
議
案
が
提
出
さ

れ
た
が
、

異
論
が
出
、

立
案
委
員
が
修
正
案
を
起
草
し
て
再
提
出
す
る
こ

と
に

な
っ

た
。

そ
れ
は
同
日
午
後
の

会
議
に

付
さ
れ
、

審
議
の

末
、

可
決

さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

建
議
（「
大
要
」
と
し
つ

つ

も
ほ
ぼ
全
文
が
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
明
治
十
五
年
六
月
十
三
日
付
の

「
神
奈
川
通
常
県
会
」
欄
〈
傍

聴
筆
記
〉に
あ
り
、

添
田
茂
樹
氏
所
蔵
文
書
中
に

そ
の

筆
写
が
あ
る
。

後
者
は
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
六
七

）は
、

「
二
三
年
以
来
ノ

経
験
ニ

依
ル

ニ

神
奈
川
県

民
ハ

郡
区
長
ノ

公
撰
ト
ナ
ラ
ザ
ル

ガ
為
メ
ニ

大
ニ

不
便
ヲ

被
リ
シ

モ

ノ

少
ナ
カ
ラ
ス

」
と
動
機
を
ま
ず
述
べ

て
い

る
。

そ
し
て
、

そ
の

経
験
と
は
、
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「
現
ニ

県
内
大
住
、

淘
綾
、

高
座
ノ

三
郡
ハ

昨
年
郡
長
ニ

欠
員
ヲ

生
シ

之
レ

ガ
為
メ

郡
内
ニ

不
便
ヲ

起
シ

タ
ル

事
ア

リ
当
時
県
令
ハ

百
方
郡
民
ヲ

諭
シ

公
撰
同
様
ノ

手
続
ヲ

以
テ

郡
長
ヲ

定
メ

タ
レ

ド
モ

其
間
三
郡
人
民
ノ

不
便
ヲ

訴
ヘ

シ

事
実
ニ

筆
記
ノ

尽
ク
ス

所
ニ

ア
ラ
ス

」
と
い

う
も
の
で
、

前
に

み
た
大
住
・

淘
綾
両
郡
長
山
口

左
七
郎
ら
の

辞
職
事
件
が
背
景
に

あ
る
こ

と
を
示
し
て
い

た
。

高
座
郡
長
は
今
福
元
頴
で

あ
り
、

辞
表
が
受
理
さ
れ

な
い

た
め
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ

を
続
け
て
い

た
も
の

と
み
ら
れ
る
。

建
議
の

末
尾
に
は
、

右
の

事
態
の

と
き
に

考
案
し
た
「
郡
区
長
公
撰
大
綱
」
が
追

申
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
、

郡
区
長
は
そ
の

郡
区
内
の

町
村
会
議
員
が
選
挙
す
る
。

郡
区
長
に

選
ば
れ
る
た
め
の

資
格
要
件
は
県
内
に

本
籍
を
定
め
三

年
以
上
居
住
す
る
二

十
五
歳
以
上
の

者
、

任
期
は
四
年
、

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

建
議
は
、

も
し
採
用
せ
ず
し
て

官
選
を
続
け
る
な
ら
、

県
下
一

区
十
五
郡
の

人
民
が
こ

ぞ
っ

て

郡
区
長
欠
員
の

不
便
を
被
る
に

至
る
か
も
し
れ
な

い
、

と
語
気
激
し
く
述
べ

て
い

る
。

自
由
民
権
運
動
の

隆
盛
を

背
景
に

し
た
自
信
の

現
れ
で

あ
っ

た
。

な
お
、

五
月
一

日
の

議
場
で
、

来
栖
議
員

が
、

「
郡
区
公
長
撰
ノ

事
ハ

十
三
年
度
ニ

於
テ
本
会
ノ

決
議
ニ

ハ

ア
ラ
サ

リ
シ

ガ
前
県
令
へ

建
議
シ

タ
ル

程
ノ

事
」
と
述
べ

て

い

る
点
が
注
目
さ
れ

る
。

詳
細
は
不
明
だ
が
、

今
回
の

建
議
が
、

実
権
の

な
い

県
令
に
で

は
な
く
、

内
務
卿
に

対
し
て
で

あ
っ

た
こ

と
は
、

そ
の

対
決
姿
勢
の

強
さ
を
示

す
も
の

と
い

え
よ
う
。

だ
が
、

自
由
民
権
運
動
へ

の

反
動
的
対
決
の

態
勢
を
か
た
め
た
政
府
が
こ

の

建
議
を
一

蹴
し
た
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

そ
し
て
、

本
編
第
二

章
第
五
節
で

み
る
よ
う
に
一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
五
月
、

区
町
村
会
法
の

大
幅
な
改
正
を
お

こ

な
い
、

郡
区
長
の

み
な
ら

ず
戸
長
ま
で

も
官
選
化
し
そ
の

他
の

施
策
と
も
あ
い

ま
っ

て
、

人
民
支
配
を
一

段
と
強
化
し
て
い

く
。

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
、

巡
察
使
関
口

隆
吉
は
神
奈
川
県
の

郡
役
所
に
つ

い

て
、

「
他
県
ニ

比
ス

レ

ハ

事
務
ノ

挙
行
遅
緩
ナ

ル

カ
如
シ

」
と
政

府
に

復
命
し
た
が
（
前
掲
の

復
命
書
）、

こ

の

こ

ろ
ま
で

の

県
下
は
政
府
の

支
配
力
が
あ
ま
り
徹
底
し
な
か
っ

た
と
い

っ

て

よ
い
。

そ
の

大
き
な
背
景

と
し
て
は
、

民
衆
の

抵
抗
運
動
と
と
も
に
、

関
口

が
続
け
て

指
摘
す
る
「
県
庁
ニ

於
テ
モ

外
国
交
際
ニ

多
事
ナ
ル

カ
為
メ

内
政
上
ニ

充
分
力
ヲ

用
フ

隙
ナ
キ
ニ

因
ル

」
こ

と
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
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